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腸管出血性大腸菌感染症に関する注意喚起について（通知） 

 

 平素は社会福祉事業の推進につきまして、格別のご尽力をいただき、厚くお礼申し上

げます。 

 さて、標記のことについて、別添のとおり島根県から情報提供がありました。 

 つきましては、貴法人施設等において、発生予防の徹底等に努めていただきますよう

お願いします。 

 なお、平成１７年３月１日付け薬第２２３４号「社会福祉施設等における感染症等の

発生時に係る報告について」の通知に基づき厚生労働省の定める基準に該当した場合、

最寄りの保健所へ連絡が必要ですので、お知らせします。 

 また、国・県発出の関係通知を大田市ホームページに掲載しておりますので参考にし

てください。 

 

「大田市ホームページ」→「暮らし・行政」→「事業者の方へ」 

 →福祉・介護「社会福祉法人許認可・指導監査」→「お知らせ」 
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